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１ 異動方針 
  管内教育水準の維持向上に資するため、北海道公立学校教職員人事異動要綱（昭和５３年９ 
月２９日北海道教育委員会決定）及び北海道公立小中学校教職員人事異動実施要領（昭和５３
年９月２９日北海道教育委員会教育長決定）に基づき、管内的視野に立って教職員の理解のも
とに人事交流が公正かつ円滑に行われるよう、この要項によって人事異動を行う。 
 

２  異動の基準 
  (1) 学校区分 

管内の小中学校を所在地域の実情に応じ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４群に区分する。      
各群に属する学校は、別表のとおりとする。 

(2) 基準勤務年数 
    (ｱ) 各群における一校の基準勤務年数は原則として下記の年数とする。 
        Ａ群            ７年 
        Ｂ群            ６年 
        Ｃ群            ５年 
       Ｄ群            ４年 
   (ｲ) 新採用者の基準勤務年数は原則として４年とする。 
 
３  異動の方法 
    異動に当たっては、在任期間中原則として異動基準による４群の学校勤務を経験するものと
する。 

 
４  異動の対象者 
  (1) 基準勤務年数に達した者。 
  (2) 学校の統廃校による過員及び免許教科等教職員構成上不均衡を生じた場合。 
  (3) 異動を希望する者で、原則として同一校３年を経過した者。 
  (4) 特別の事情により止むを得ないと認められる者。 

(5) 道立学校、他教育局管内（札幌市を含む。）への異動を希望する者については、原則、釧
路管内に２校７年以上勤務した者とする。 

 
５  異動の手続 
  (1) 教職員個々の実情を把握するため、別に定める個人調書の提出を求めるとともに必要に応

じ面接を行う。 
  (2) 教職員構成の適正を図るため、学校長から当該教育委員会を経由して、別に定める学校職

員構成調書の提出を求める。 
 
 



６  異動上の留意点 
  (1) 同一校で基準勤務年数をこえた者は、原則、異動するものとする。 
  (2) 異動に当たっては、多くの市町村を経験するものとする。 
  (3) 新採用者の異動については、原則、Ａ・Ｂ群にあってはＣ・Ｄ群に異動するもの 
  とする。 
  (4) 事務職員及び栄養職員の異動に当たっては、教員に準じて行う。 
  (5) 教職員個々の特殊事情については、公平を欠かぬよう配慮する。 
 (6) Ｄ群から異動する場合は、希望等を考慮する。 
   
附則 
１ この要項の改正は、令和４年８月 20 日から施行する。 


